
中川中学校部活動規約  

横浜市立中川中学校  

部 活 動 顧 問 会 

１  位置づけ  

 （１）部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われる活動であり、「活動した

い生徒」「活動できる場所と時間」「指導する顧問」の要件が満たされること

により成立する。  

 （２）部活動は教育課程外ではあるが、学校教育活動の一環として捉えられ、教育

課程と関連付ける。      （横浜市教育委員会「横浜の部活動」より） 

 

２  目的  

 （１）教職員と生徒及び生徒相互の人間的な触れ合いを基盤に、集団生活を通して

健全な社会生活を営む資質を養う。  

 （２）参加生徒の個々の特質を生かし、技能・能力の伸長を目指しつつ、豊かで充

実した学校生活の実現を目指す。  

 

３  内容  

 （１）自主的に参加し、個々の能力・技能を追求する活動。  

 （２）学年・学級を離れた、より幅広い集団生活を体験する活動。  

 （３）予算、活動計画立案等に関する話し合い活動。  

 

４  活動細則  

 （１）部活動の運営にあたり次の組織を置き、仕事内容とする。  

   ○部活動顧問会  

     学校長および全顧問（全教員）をもって構成。  

＊顧問  

     ・各部の指導・監督・指導計画・部員の健康管理・活動の有無・部長との

連絡・入退部届けの管理・部員名簿の作成・活動指示  

     ・部活動保護者会開催【年 1 回以上】  

      （活動に対する理解を深め、問題点・部費などについて話し合う）  

     ・対外試合時の引率・事務処理など  

○部活動推進委員会（部活動推進委員長と各部顧問代表）  

     ・実際活動の点検、部室・活動場所・時間の調整  

     ・問題提起と解決  

＊部活動推進委員長  

     ・全体運営計画立案・活動状況の把握・顧問会の運営  

     ・部長会指導  

 

５  設立条件及び廃部  

 （１）部活動の目的・内容に沿った活動を行い、教職員（顧問）が指導可能なもの  

    とする。複数顧問を置く（兼任含む）。  

 （２）部活動を新設する場合は、指導できる教職員（顧問）の意思表示があり、生

徒は最低５名以上いる場合とする。部活動推進委員会に届け出、部活動顧問

会の承認を受け、学校長が許可する。  

     ただし、設立にあたっては、同好会から始める。活動状況や活動期間、人数

や継続の見通し等をもとに、顧問会の承認を受け、学校長が許可する。  

 



 （３）部活動の部員募集停止及び廃部は、生徒の状況や顧問の事情、学校の状況（教

職員の構成や人数、顧問の異動による不在など）を総合的に考慮し、部活動

推進委員会がとりまとめ、部活動顧問会、職員会議で協議を行い、学校長が

決定する。  

    ただし、新規部員の募集は行わないが、部活動推進委員会が運営することで

所属している部員が卒業するまで、活動は継続する。  

 （４）部活動の新設及び廃部に関する事務処理は、部活動推進委員会が行う。  

  

６  活動形態  

 （１）活動は教育活動の一環であるが、入部については希望参加である。  

    随時入部はできるが、新入生は４月の一定期間を仮入部期間とし、４月の部

活動保護者説明会以降、入部届を提出する。  

 （２）入・退部届は、学級担任の確認を受け、顧問に提出する。  

    また、継続届は年度当初に顧問から受け取り、学級担任の確認を受け、顧問

に提出する。  

 （３）活動日（土日・祝祭日を含む）は、各部の計画による。  

    週あたり、２日以上の部活動休養日を設定する。平日は少なくとも１日、  

週末は１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養

日を他の日に振り替える。  

 （４）部活動の構成における男女混成の可否は、部活動による。  

 （５）中体連（中学校体育連盟）や中文連（中学校文化連盟）に加盟し、その主催

する大会及びその他の大会等に、学校を代表し参加できる（文化部のコンク

ール、発表会も同様）。   

 （６）部の活動は、原則として顧問の直接指導とするが、顧問が在校していれば、  

    その指示により活動できる。  

（７）顧問は本校教員があたるが、部活動外部指導者については、学校長が適当と

認め、部活動推進委員会で承認する。  

 （８）部活動運営全体に係ることは、部活動推進委員会が事務局となり担当する。  

 

７  活動時間  

  ◆放課後練習  

 月  活動終了時間  完全下校  

4 月～ 8 月  １７：４５  １８：００  

9 月  １７：３５  １７：５０  

3 月・ 10 月（～文化祭）  １７：１５  １７：３０  

2 月  １７：００  １７：１５  

10 月（文化祭～）～ 1 月  １６：４５  １７：００  

    ※１０月は文化祭までは 17： 30、文化祭後は 17： 00 とする。  

 

  ◆朝練習  

    ７時以降に登校し練習開始。８時１０分までに終了。  

  ※朝練習後の補食について  

  「朝練習を行った部活動生徒の補食を認める」  

  時間：朝練習終了後から８時１０分までに食べ終える  

  場所：各部活動の活動場所または学校が指定した場所（登校する生徒へ要配慮） 

  内容：学校給食における補食と同様（主食になる「おにぎり」、「パン」のみ）  

  留意：生徒の喫食時には、必ず顧問が立ち合い指導する  

 



  ◆活動禁止→全職員出張日、職員会議日、定期テストの３日前から最終日まで  

   （公式戦・コンクール等を 1 週間以内に控えている場合は、保護者の了解を得、

校長の許可を受けて全職員に連絡の上で活動可能とする。目的はケガ防止等

のための活動であるため 1 時間程度とする。ただし定期テストの最終日に関

しては、  2 時間程度とする。）  

 

  ◆停止処分→登下校時の買い食い・完全下校を守れなかった場合・暴力行為・非

行行為・その他活動参加への心得・活動規約違反があった場合、必要に応じ

て部活動推進委員会で審議する。  

 

◆事故の処理及び補償  

    ○手当・処置  事故発生→すみやかに保健室で応急対応。状況により近隣の

病院へ運ぶ。  

    ○家庭への状況報告・連絡をとる。  

    ○事故報告書を作成し、校長・副校長・養護教諭・担任に連絡をする。  

    ○部活動中の事故については、日本スポーツ振興センターにて対応する。  

 

８  活動予算  

 （１）部の活動費は、各部による徴収とする。  

 （２）大会参加費は、原則部費より支出する。  

 （３）部活動により、部費とは別途、交通費等が自己負担となることもある。  

 （４）部費の管理は、保護者会が行う。  

 

９  その他  

（１）部活動の活動にあたっては、学校で定められた生活のきまりに従う。  

  ○規約・顧問会決定事項・確認事項の遵守を徹底する。  

  ○生徒会・委員会・学級会等とのトラブルが起こらないよう十分に配慮する。 

  ○施設・設備の扱い方と管理を指導・徹底する。  

  ○各部で貴重品の管理を十分に行わなければならない。  

  ○指定の活動場所・更衣室以外は出入りを禁止する。  

  ○長期休業中は、活動計画を推進委員長に提出し、場所等の調整と点検を受け

なければならない。  

（２）複数部活動所属は認めない。  

（３）本校に設置していない部活動の大会への参加（引率のみの競技）  

    本校の他の部活動に所属していないことを前提とし、４月当初に保護者から

要望があった場合、参加の可否は校長との面談の上決定する。  

 （４）正式に登録された部活動指導員には、借用書を作成したうえで、活動場所お

よび道具保管場所のカギを渡すこととする。  

 

 

平成２５年４月施行  

平成３１年４月改定  

令和  ２年３月改定   

令和  ４年３月改定  

令和  ５年３月改定  

令和  ６年３月改定  

令和  ８年３月改定  


